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手数料改定の対象となる一般廃棄物と排出者

対象となる一般廃棄物 排 出 者

くみ取り便所のし尿 くみ取り便所を使用している市民又は事業者

 

●手数料改定の対象となる一般廃棄物と排出者（イメージ図） 
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し尿処理手数料 
収集運搬費用 

＋ 
処理費用 

収集運搬委託業者による搬入 
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手数料コストの算定

令和４年度から令和６年度までのし尿（仮設トイレ以外）の収集、処理に係る需用費や業務委託料
などの経常的事務経費、手数料の徴収事務に係る人件費、旭川市環境センターの減価償却費である資
本的経費の合計から算定したし尿処理手数料コストを表に示す。

し尿処理量は減少傾向にあるが、し尿処理に掛かる手数料コストは増加傾向にある。

R２
（前回改定時） R４ R５ R６

し尿処理量（kℓ） 12,270 8,734 8,165 7,832

手数料コスト（円／50ℓ） 772 938.82 1,061.93 1,145.08

平均額（円未満切捨） － 1,040

し尿処理手数料（円／50ℓ） 450 450 450 450

排出者負担割合 58.3％ 47.9％ 42.4％ 39.3％

し尿処理量と手数料コスト（一般トイレ）の推移

3



し尿処理手数料（一般トイレ）の改定案

令和４年度から令和６年度までの手数料コストの平均額は、現行のし尿処理手数料の1.5倍を
超えているので、受益と負担の適正化に向けた取組指針（改訂版）に基づき、激変緩和措置を
適用し、し尿処理手数料の改定案を670円／50ℓとする。

現行手数料
手数料コスト平均額

1,040円／50ℓ し尿処理手数料改定案

450円／50ℓ
激変緩和措置の適用

（現行手数料の1.5倍まで） 670円／50ℓ

手数料改定により、
受益者負担の適正化
を図ります。

労務単価、燃料費の上
昇に伴い、手数料コス
ト増が続いています。

（42%）

（58%）

（57%）

（43%）

（36%）

（64%）
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手数料改定による影響額

くみ取り量 現行手数料（A) 改定案（B) 差額（B)-(A)

200ℓ 1,800円 2,680円 880円

698ℓ

（R6年間平均収集量）
5,850円 8,710円 2,860円

1,500ℓ 13,500円 20,100円 6,600円

くみ取り量別モデルケース
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道内主要都市との比較

手数料 1ℓ当たりの
手数料換算 備考 減免の状況

旭川市
670円／50ℓ 13.4円／ℓ 見直し案 生活保護世帯減免の在り方に

ついて検討を進める

450円／50ℓ 9円／ℓ 現 行 生活保護、災害、児童保育施設、
母子等

札幌市 390円／27ℓ 14.44円／ℓ 社会福祉法人

函館市 300円／100ℓ 3円／ℓ 下水道区域外
300円/1人

災害、社会福祉施設、
低所得者（生保除く）

釧路市 135円／20ℓ 6.75円／ℓ 災害

苫小牧市 322円／50ℓ 6.44円／ℓ 下水道区域外
244円/50ℓ

帯広市 300円／50ℓ 6円／ℓ 災害

小樽市 161円／20ℓ 8.05円／ℓ 事業所 241円/20ℓ 生活保護、高齢者、母子、
障がい者

北見市 310円／50ℓ 6.2円／ℓ 令和8年10月1日から
460円／50ℓに改定 生活保護、災害

江別市 120円／20ℓ 6円／ℓ 生活保護、災害

室蘭市 430円／36ℓ 11.94円／ℓ 下水道区域外
130円/36ℓ

災害、公衆トイレ、
障がい者（下水道区域外のみ）
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手数料コスト（仮設トイレ）の算定

令和４年度から令和６年度までのし尿（仮設トイレ）の収集、処理に係る需用費や業務委託料など
の経常的事務経費、手数料の徴収事務に係る人件費、旭川市環境センターの減価償却費である資本的
経費の合計から算定したし尿処理手数料コストを表に示す。

仮設トイレは、１件あたりの収集量が少ないことや緊急・突発的対応な収集であるため、一般トイ
レと比較して手数料コスト（収集運搬経費）が高くなる。

手数料コスト（仮設トイレ）の推移

R４ R５ R６

手数料コスト（円／50ℓ） 2,887.18 3,456.55 3,379.06

平均額（円未満切捨） 3,370
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し尿処理手数料（仮設トイレ）の改定案

現行手数料 し尿処理手数料改定案

550ℓ未満
（450円/50ℓ＋150円/50ℓ）×収集量
550ℓ以上

450円/50ℓ×収集量＋1,500円/件

900円／50ℓ

くみ取り量 現行手数料（A) 改定案（B) 差額（B)-(A)

100ℓ 1,200円 1,800円 600円

172ℓ
（R6年間平均収集量） 1,800円 2,700円 900円

500ℓ 6,000円 9,000円 3,000円

手数料改定による影響額（くみ取り量別モデルケース）

※550ℓ以上の１件毎の加算額1,500円は廃止する
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